
平成２７年度に奄美群島の振興開発に関して講じた施策 （概要） 資料２

奄美群島振興開発特別措置法第４１条の規定に基づき、平成２７年度に奄美群島の振興開発に関して講じた施策について、主務大臣が奄美群島振興開発審議会に報告するもの。

第Ⅰ部 奄美群島をめぐる最近の動向

１．人口【本文p.１】
奄美群島の人口（平成27年10月1日

現在）は111,359人、前年より1,464人
減少。

２．観光動向【本文p.２】
奄美群島への入込客数（平成27年）

は757,887人、前年より49,124人増加。

３．奄美地方の気象概況【本文p.５】
徳之島では「50年に1度の大雨」を4回

記録。

４．ミカンコミバエ種群の再侵入
【本文p.６】

ミカンコミバエ種群の再侵入を受け、
テックス板の散布や植物防疫法に基づく
移動規制などを実施。

３．交通施設の整備【本文p.１３】
港湾整備事業により、名瀬港や和泊港における防波堤等の整備を実施。
空港整備事業により、奄美空港における滑走路の改良や無線施設の更新

等を実施。
また、社会資本整備総合交付金事業や防災・安全交付金事業により、奄

美群島における道路や港湾の整備を実施。

４．生活環境の整備【本文p.１５】
簡易水道再編推進事業や生活基盤近代化事業等により、龍郷町や伊仙町

等における水道施設の整備を実施。
社会資本整備総合交付金事業や防災・安全交付金事業により、奄美市や

徳之島町における下水道施設の整備を実施。
循環型社会形成推進交付金事業により、龍郷町や天城町等における合併

処理浄化槽の整備を実施。

５．医療の確保【本文p.１７】
奄美ドクターヘリ基地ヘリポート整備事業により、奄美市名瀬の佐大熊

ヘリポート隣接地に格納庫等関連施設の整備を実施。（平成28年12月より運
行開始予定）
医療センター等整備事業により、天城町において「あまぎユイの里医療

センター」の整備を実施。（平成28年4月1日より診療開始）

６．防災及び国土保全に係る施設の整備【本文p.１８】
床上浸水対策特別緊急事業や防災・安全交付金事業により、奄美大島や

徳之島において河川管理施設、砂防施設、海岸保全施設等の整備を実施。
奄美群島防災関連施設整備事業により、大和村等における避難施設等の

整備を実施。

７．独立行政法人奄美群島振興開発基金【本文p.２４】
第189回国会において、独立行政法人に係る改革を推進するための国土

交通省関係法律の整備に関する法律が成立。（平成27年6月26日公布）
独立行政法人奄美群島振興開発基金に対しては、役職員の秘密保持義務

及び罰則の新設、金融庁検査の導入が措置。

第Ⅱ部 平成２７年度に奄美群島の振興開発に関して講じた主な施策

１．農業の振興【本文p.８】
徳之島や沖永良部島等において、国営かんがい排水事業や農業競争力基盤整

備事業による基盤整備を実施するとともに、農業創出緊急支援事業による平張
ハウス等の施設整備を実施。（平成27年4月に徳之島ダムで取水開始）
奄美群島農林水産物輸送コスト支援事業により、奄美群島産の農林水産物を

本土まで出荷する際の輸送費支援を実施。

２．観光の開発【本文p.４、１２】
奄美群島交流需要喚起対策特別事業により、首都圏や鹿児島等と奄美群島を

結ぶ路線における航路・航空路の運賃軽減や観光入込客の増大に向けたプロモ
ーション等を実施。（世界自然遺産登録を見据え、平成28年度より奄美群島・沖
縄間の航路・航空路運賃割引を実施）

図2 奄美群島全体の入込客数の推移(平成18年～平成27年)

図1 奄美群島全体の人口の推移(平成23年～平成27年)


